井原市民会館内食堂施設出店募集要項
１　公募する施設
　　　「食　堂」

· 社会的見地から必要な経営要件を具備し、公共施設にふさわしいサービスに徹した営業を行うこと。
２　施設の所在地

　　　井原市民会館　内（井原市井原町３１１－１）

３　設置の目的

　　　井原市民会館利用者の利便性の向上を目的とし、公共施設にふさわしい

　　良質で安全な軽食、喫茶等を提供する施設として設置する。

４　施設の規模等

　　　・食　堂（市民会館１階　６２.４３㎡）
　　　　　食堂喫茶室　４５.２９㎡
　　　　　厨　　　房　 ６.１４㎡

　　　　　前　　　室　 ８.２４㎡

　　　　　便　　　所　 ２.７６㎡

５　使用期間

　　　令和８年９月１日から令和９年３月３１日まで

　　　（令和９年４月１日以降は、許可を受けた同一人が期間終了後引き続き

　　　　使用許可を受けようとするときは、これを更新することができる。

　　　　ただし毎年、申請により１年を限度として使用を許可する。）

６　営業時間等
　　　井原市民会館の開館日を原則とする
（休館日：水曜日、１２月２８日から１月４日）
　　　原則として午前９時より午後５時までの開館時間内
７　会館利用者数　３２,６２０人／年（令和７年度）

８　使用料

　　　月額３０，０００円

　　　光熱水費　（実　費）

９　応募者の応募要件

　　（１）同一業種の経験があること。

　　（２）法人又は代表者が税金を完納していること。

　　（３）代表者が成年被後見人、又は破産者でないこと。
　　（４）飲食店営業に必要な資格を持ち、衛生に関する法令、保健所の指導を
　　　　　遵守すること。

　　（５）別紙許可条件を遵守すること、及び意欲のある者であること。

　　（６）井原市暴力団排除条例を遵守すること。
10　食堂設置工事、設備、備品等について

　　　運営上必要な工事、備品類、消耗品類については、出店者の負担で行うこと。

　　ただし、テーブル、椅子については、既存備品を使用することができる。
11　原状回復義務

　　　使用許可期間終了後には、出店者の負担で原状に回復すること。

12　出店者の決定

　　　応募者の提出する企画内容や経営状況を総合的に審査し、出店者を決定する。

13　提出書類

　　　　　①　申請者の概要

　　　　　②　納税証明書

　　　　　③　法人・・・法人登記謄本　　　個人・・・身分証明書

　　　　　④　直近の決算書
　　　　　⑤　提案書

14　募集期間、提出書類

　　　令和８年６月３０日から令和８年７月３１日まで
　　　井原市民会館事務所
（受付時間　水曜日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）
15　問合せ

　　　井原市民会館事務局　

　　　井原市井原町３１１－１　　
　　　電話　０８６６-６２-３３１３
　　　FAX　０８６６-６２-３３５０
